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日本医師会理事会報告書の送付について 

 
 
本会活動の推進には、日頃より格段のご指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記の件について、別紙のとおり報告書をご送付申し上げます。 

 
 

記 
 

日本医師会第 11 回理事会（令和 5 年 1 月 17 日）     佐 藤 和 宏（宮城県） 

 
 



第 11回 日本医師会理事会（令和 5年 1月 17日）の報告など 

 

報告者：宮城県医師会 会長 佐藤 和宏 

 

松本会長からの報告 

中間年改訂で、薬価が 1,300億円下げられた。このうち 250億円を技術料へ振り分け

られた。そのうち約 1／2 は「オンライン資格確認」に関するもので初診 4 点から 6 点

へ、再診が 0 点から 2 点へアップされた。また院外処方の一般名処方に関しては、7 点

が 9 点へ、5 点が 7 点へアップされた。わずかなアップかもしれないが、大きな変革で

あると考える。ただし、いずれも 4月から 12 月までの時限措置である。なお、詳しくは

後日日医ニュースなどで解説予定である。 

次に、「かかりつけ医機能」について、手上げ方式で落ち着いた様にみられるが、財務

省筋を中心に、まだ「制度化、義務化」としたい動きがある。2 月上旬に閣議決定され

る予定だが、日医としては日医、厚労省案で通したい。（資料は、かかりつけ医機能が発

揮される制度整備～通常国会の審議に向けて～令和 5 年 1 月 17 日日本医師連盟執行委

員会資料を参照願います。） 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部会議（12:00～） 

2 類相当から 5 類へ引き下げる議論が政府内部にある。私の方から「日医のスタンス

は、反対ということでよろしいのですね」と発言し、各理事から様々な意見が出た。馬

瀬監事からは「私たちは経済人ではなく、医療人であり、これだけ多くの感染者や死亡

者が出ているのだから、反対の立場を明確にしてもらいたい。ただし、決めるのは政治

家であるので、仮にそうなった場合のシミュレーションを厳密にして、2枚腰、3枚腰で

臨んでもらいたい。そうでないと現場は大混乱になる」との正論が述べられた。私自身

も全く同感である。（なおその後、1月 19日の報道で、2類相当から 5類へ今春引き下げ

へという報道があり、5 月 8 日からと決まった。あと 3 か月間、運用の面での調整を日

医全体で考えるべきだと思う。） 

 

理事打ち合わせ会（12:00～12:30） 

１．死因究明等推進計画における死亡時画像診断（Ai）の普及及び拠点整備について

（広島県医師会） 

２．日本医師会定款諸規定一部改正について 

今回の理事会で承認されたので、3月の臨時代議員会で承認（総代議員数の 2／

3以上の賛成が必要）されれば、6月の代議員会で 4名の常任理事の選挙を行う。 

 

第 11回理事会（12:30～14:00） 資料あり 

協議事項、監事報告、報告事項の順で行われた。 

31番目は、理事打ち合わせ会のとおり。32番目は、3月 26日（日）午前 9:30から行



う。代表質問もある。3 番目は、マイナカードと保険証の一体化に関する検討会の設置

が行われた、との報告。しかし国民への丁寧な説明やセキュリティーの担保の必要性な

ど課題は多い。また１月 16日から、電子処方箋の運用開始が始まると言うが、ベンダー

は、オンライン資格確認で手一杯であり、実際には難しいのではないか、という意見が

あった。 

 

日医連常任執行委員会（14:00～14:15） 

 

令和 4年度第 3回都道府県医師会長会議（14:20～16:20） 

テーマは「学校保健を巡る諸問題について」である。 

学校医のなり手の不足の問題。コロナ禍による子供たちの心身の影響に対応した活動

の必要性。小児生活習慣病予防検診は、全国各地で実施されているが、学校保健安全法

には含まれていない矛盾。産業医として教員の健康管理まで負わされる負担の問題。日

本医師会は、日本の将来を担う子どもたちに投資するという国民的な合意形成の先導的

な役割を担うべきだという意見。健診における脱衣の問題。脱衣をさせれば非難され、

脱衣をせずに十分な健診不可の場合に、訴訟まで起こされる状況は、全く理解できない。

以上のような様々な問題意見があり、充実した討論が行われた。 

 

日医連執行委員会（16:30～17:30） 

１．令和 3年度日本医師連盟収支決算報告について 

収入は、21 億 5567 万余りで、支出は 10 億 5032 万余り、剰余金は 11 億 535 万

余りである。 

２．令和 5年度日本医師連盟の負担金基準額について 

  1連盟会員当たり、2万円とする 

３．参議院議員選挙について 

遅くとも、今年中に日医連の候補者を決定する 

４．その他 

統一地方選挙への支援活動をお願いする。 

 

都道府県医師会会長会議、日医連執行委員会合同新年会 

（17:30～19:00）日本医師会小講堂 

久しぶりの対面式での新年会であった。日医に関係する政治家の出席も多くみられた。 


















